
平成2 0年度危険物取扱者保安講習実施要領

平成20年度危険物取扱者保安講習を次により行います○ 

この講習は､消防法第13条の23の規定により危険物製造所､貯蔵所又は取扱 

所において危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者が､3年毎の受講を義務 

づけられていることに伴い実施する法定講習です○ 

1　受講義務者

平成2 0年度の危険物取扱者保安講習の受講義務者は､消防法第1 3条の2の規定に

ょる甲種､乙種又は丙種危険物取扱者免状の交付を受けている者で､現に危険物製造所､

貯蔵所又は取扱所において危険物の取扱作業に従事している者のうち､次に該当する者

です｡

平成1 7年4月1日から平成18年3月31日までの間に､危険物取扱者免状を取得

した者又は危険物取扱者保安講習を受講した者

但し､平成1 8年度又は平成1 9年度において､危険物取扱者保安講習を受講した者

を除く｡

2　講習の種別

本年度実施する保安講習は次の3種類とします｡

(1)給油取扱所において､危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした保

安講習(午前に実施する｡)

(2)石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所における危険

物施設において､危険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした保安講習

(午後に実施する｡)

(3)上記(1)及び(2)以外の危険物施設(製造所､貯蔵所又は取扱所)において､危

険物の取扱作業に従事する危険物取扱者を対象とした保安講習(午後に実施する｡)

3　受講申請書の受付期間

平成20年7月7日(月曜

I_at _I

目)から同8月8日(金曜日)までとする｡ (期間厳守)

受付期間終了後に受講義務が生じた場合は､ (財)岩手県消防協会にお問い合

わせ下さい｡岩手県消防協会e)電話番号　019-654-3991

- 1 -



4　受講申し込み手続

(1)受講申請書の配布

受講申請書は､ (財)岩手県消防協会及び各消防本部

において配布致します｡

(消防署及び消防分署含む)

(2)受講の申込み方法

ア　受講申請書に必要事項を記載し､直接(財)岩手県消防協会に提出､星娃艶星章

県消防協会におし ･て配布する封筒で郵送して下さい｡

提出(郵送)先 傀ｨﾝﾙ&��

財団法人岩手県消防協会 ��s�#�ﾓ��#��盛岡市中央通3丁目7番22号 

岩手県消防会館内 

イ　受講申請書記載上の注意事項

ia　受講申請書は､必ず黒のボールペン又は黒インクで記入すること｡

iii ｢従事している主たる危険物施設｣の欄には､現に従事している危険物施設

の区分に応じて必ず｢1｣又は｢2｣若しくは｢3｣のいずれかの番号に○を

つけること｡給油取扱所を拠点として移動タンク貯蔵所(容量4,000リットル以下)

において危険物の取扱作業に従事している場合は｢1｣に○をつけること｡

iR ｢受講希望年月日｣及び｢受講希望会場｣の欄には､ 5の保安講習日程表か

ら希望年月日及び希望会場を記載すること｡

上皇　受講票(返送用はがき)に郵便番号､住所及び氏名を忘れずに記載することo

地　※印のついている欄には何も記載しないこと.

亜　受講手数料として4, 7 00円分の岩手県収入証紙(収入印紙ではない)を｢岩

手県収入証紙貼付欄｣に貼ること｡ (受付欄には貼らないで下さい｡)

なお､岩手県収入証紙は､岩手県収入証紙売りさばき所(市役所､町村役場､

岩手銀行､農業協同組合又は漁業協同組合等)でお求め下さい｡
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5　保安講習日程表

実施年月日 (曜日) 們�邵檍�｢�所在地 俎X�鳧ｭB�

20年9月3日 �ｸｮ(訷ﾊxﾘ(ﾕｨｻ8支檍ｭ��盛岡市志家町1卜13 ���+ﾅﾒ��8ﾗY���ｸ�"�虻ｹoｸ竧宜���馼�"��謄����ﾈ��6ﾒ��#｣���ﾉr��8ﾗY���ｸ�"�虻ｹoｸ竧宜��決､�,ﾂ��馼�"���3｣3������c｣3��

(水曜日) 茶8､ｹ�X7ｨ�ｸ8ｲ��

20年9月5日 亶ｸﾌ9&霎hﾔﾈ刺ﾗ9�ﾙ�xﾘx��f曳ｹYB�宮古市五月町2-1 

(金曜日) 茶8､ｹ�ﾈ支���

20年9月8日 亶h鯤�9f胃�5ｨ985��ｲ姐h鯤��f飲���久慈市長内町29-2卜1 

(月曜日) 茶8､ｹf胃�ｻ8支7ｨ�ｸ8ｲ��

20年9月9日 �?�ﾌｹ&闔i�Xｼhﾅ��ｸ5ｨ985��ｲ�二戸市米沢字荒谷 

(火曜日) 茶(､ｹ�X檍ｶ8���76-2 

20年9月11日 �5h�ｸ7�8ｹ�Y�I6��大船渡市盛町字二本枠 

(木曜日) 茶(､ｹ�X檍ｶ8���8-6 

20年9月19日 �%�ﾙ&闔i�Xｼhﾅ��ｸ5ｨ985��ｲ�奥州市水沢区其城 

(金曜日) 茶�､ｹ�Xｻ8���字中上野96-3 

20年9月20日 ��x圷�8��j�h嶌檍ｭ��ｸ��j�ij���ﾂ�盛岡市玉山区大字渋民 

(土曜日) ���(､ｹ�X檍ｶ8���字鶴塚55 

20年9月22日 冉ｸ�8�9[h嶌ﾏ�zﾈ5ｨ985��ｲ�北上市さくら通り 

(月曜日) �+8*ﾘ.x7ｨ�ｸ8ｲ�(h7ｨ�ｸ8ｲ��2-1-1 

20年9月24日 宙靑�5�488H8(986�7�8ﾈ5��一関市赤萩字月町 

(水曜日) 忠gｸｭ�(､ｲ��193-2 

20年9月27日 儻域ﾙ�Xｧr�花巻市下根子450-3 

(土曜日) 茶Xﾘhｭ丶ｹ&仆8���

20年10月3日 宙ﾞ�乘��粳?ｩ�ﾈ5ｨ985��ｲ�釜石市大字平田 

(金曜日) 茶(､ｹ�X檍ｶ8���3-75-1 

20年10月7日 冢霓�*ﾈﾏij���矢巾町大字南矢幅 

(火曜日) 茶8､ｹ�XﾊH�8���13-123 

注)

1　矢巾町　及び

盛岡市玉山区)の講習会場く

午前の部は､ 9時30分から12時30分までとなります｡

午後の部は､ 13時30分から16時30分までとなります｡

2　久慈会場においては､石油コンビナート等災害防止法第2条第6号に規定する特定事業所の

対象者を含むものとします｡

3　上記会場の受講希望者が収容人員を上回った場合は､上回った受講申請者に対して､別途､

保安講習会場を定めて通知することもありますので､予めご承知おき願います｡
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6　その他

(1)各講習会場には駐車場がありますが､数が限られております｡但し､盛岡市の

会場は､お近くの有料駐車場をご利用下さい｡

(2)その他詳細については､下記にお問い合わせください｡

財団法人　岩手県消防協会　　又は　岩手県総務部総合防災室保安担当

電話　019-654-3991　　　電話　019-629-5556

※参　考[保安講習受講サイクルのお知らせ]

3年3年 

麿主語警抜作業l �8ﾈ�ﾇ��■ー(3年以内毎に受講)l一 

1年3年3年 

f新たに従事する者l �8ﾈ�ﾊJB粐ﾚH����
新主に従事L+(以降3年以内毎に受講,I 

新たに従事する者で過去 2年以内に免状の交付又 は講習を受けている者 �+x.�?｣9D�9D��li~ﾃｲﾙHt亦ﾒﾘ躪�馘R�為�9D闌�>�h�,假8ﾗR把ﾒ�

受講した日する日 

匿菩ミ嘉富者又はl 囘�}��:I<�,假8ﾗX+x.亳�k�,ﾘ,�*&��

◎危険物取扱者免状の書換及び再交付等については､

(財)消防試験研究センター岩手県支部　　電話　01 9-654-7006

〒　020-0015　盛岡市本町通1-9-14　　JT本町通ビル5F

免状の書換え及び再交付申請

項目 傚�ｫx*b�俐Hﾏ�WB�
本籍等 們ｩ���

理由 冏ｹ���(ﾒ唏��kﾉ9��発行から10年を 冤h�8/�e8*ﾘ+X+ﾘ,h*ｲ�
を変更したとき 佝��+x.�,h*ｲ�免状が破損したとき 

申請先 从�ｩ&駟H,ﾘｼ駝�&�,ﾉ;儻ｸﾊx*�.�*(,ﾙlb�冤h�8/�ﾏ�WIiH,ﾘ��ｫx*h+ﾙ;儻ｸﾊx,ﾂ�状を交付した道府県の消防試験研究セ 剌ﾁ防試験研究センター支部 
ンタ-支部(東京都は最寄りの消防署) �(東京都は最寄りの消防署) 

手数料 都��冷�1,600円 ��ﾃ���冷�

注)次の場合は､書換えの必要はありません｡

(∋　同一都道府県内の本籍の変更　　　②　現住所の変更

※申請書用紙は､最寄の消防署･分署･出張署にあります｡
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